
   札幌市日常生活支援住居施設認定運営指導要綱 

令和２年１２月１１日 

保健福祉局長決裁 

（目的） 

第１条 この要綱は、日常生活支援住居施設（生活保護法（昭和２５年法律第

１４４号。以下「法」という。）第３０条第１項ただし書に規定する日常生

活支援住居施設をいう。以下同じ。）の認定及び運営並びに指導検査につい

て必要な事項を定め、施設の入所者が安心して生活を営むことができるよう、

適切な利用の確保を図ることを目的とする。 

２ この要綱は、法、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号。以下「社会福祉

法」という。）、日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件

等を定める省令（令和２年厚生労働省令第４４号。以下「要件省令」という。）

並びに札幌市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例（令和２年

条例第６号。以下「条例」という。）の趣旨に基づき、一体となって解釈、

運用されなければならない。 

 （定義） 

第２条 この要綱、札幌市日常生活支援住居施設認定運営手続要領及び札幌市

日常生活支援住居施設指導検査実施要領で使用する用語の意義は、当該各号

に定めるもののほか、法、社会福祉法、要件省令及び条例で使用する用語の

例による。 

(1) 認定申請者 札幌市内で日常生活支援住居施設の認定を受けようとする

施設の設置者 

 (2) 認定者 札幌市内で日常生活支援住居施設の認定を受けた施設の設置者 

(3) 報告 社会福祉法第７０条に規定する報告 

 (4) 実地検査 社会福祉法第７０条に規定する検査 

（事前相談） 

第３条 認定申請者は、要件省令第２条第１項の申請を行う前に、市長に事前

相談を行うものとする。 

（申請） 

第４条 認定申請者が、要件省令第２条第１項の申請を行う場合は、市長に申



請するものとする。 

２ 認定申請者が、生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費の支弁基

準について（平成２０年３月３１日厚生労働省発社援第０３３１０１１号厚

生労働事務次官通知。以下「支弁基準」という。）の５（１）の支援体制加

算及び宿直体制加算の要件に該当する場合は、前項の申請と併せて市長に申

請するものとする。 

３ 認定者が、新年度に支弁基準５（１）の支援体制加算及び宿直体制加算の

要件に該当する場合は、新年度の４月末日までに、市長に申請するものとす

る。 

４ 支弁基準５（１）の支援体制加算又は宿直体制加算の要件を満たさなくな

った場合は、認定者は要件を満たさなくなってから１０日以内に、市長に申

請するものとする。 

 （申請に対する処分） 

第５条 市長が、前条第１項の申請を受けて、法第３０条第１項ただし書きに

よる認定を行う場合は、認定申請者に通知するものとする。 

２ 市長が、前条第２項から第４項の申請を受けて、支弁基準５（１）の支援

体制加算及び宿直体制加算を認定又は変更する場合は、認定申請者又は認定

者に通知するものとする。 

３ 市長が、前条第１項の申請を受けて、法第３０条第１項ただし書きによる

認定を行わない場合は、認定申請者に通知するものとする。 

（審査基準） 

第６条 要件省令第１条第１項第３号に規定する施設の認定に当たっては、条

例に定める基準並びに要件省令第３章及び第４章に定める人員並びに設備及

び運営に関する基準を、札幌市行政手続条例（平成７年条例第１号）第５条

第１項の審査基準とする。 

（変更） 

第７条 認定者が、要件省令第２条第３項の変更を行う場合は、変更から１０

日以内に、市長に届出するものとする。 

（認定の辞退） 

第８条 認定者が、要件省令第５条第１項の辞退を行う場合は、辞退する３月



以上前に、市長に届出するものとする。 

（認定の取消し等） 

第９条 市長は、要件省令第６条第１項の規定により日常生活支援住居施設の

認定を取り消し、又は認定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、認

定者に通知するものとする。 

 （指導） 

第１０条 市長は、この要綱の目的を達成するため、日常生活支援住居施設の

認定及び運営に関する必要な指導を、その認定申請者又は認定者に対し行う

ことができる。 

２ 市長は、実地検査を行うときには、認定申請者又は認定者に事前に通知す

るものとする。 

３ その他実地検査の具体的な内容等については、別に定める。 

 （手続等） 

第１１条 日常生活支援住居施設の認定及び運営並びに指導検査に関する具体

的な手続等については、別に定める。 

 （市の責務） 

第１２条 市長は、日常生活支援住居施設の性格、入所に当たっての留意事項、

入所者保護のための制度及び市内の日常生活支援住居施設の現況等の情報公

開や日常生活支援住居施設の入所希望者が適切な選択を行える体制づくりの

整備に努めるものとする。 

 （関係機関との情報共有） 

第１３条 市長は、日常生活支援住居施設の認定及び運営並びに指導検査に関

する状況について、本市の福祉部局、消防部局及び建築部局で情報共有する。 

 （その他） 

第１４条 その他必要な事項については、この要綱の定めによるもののほか別

に定める。 

附 則 

１ この要綱は、令和２年１２月１１日から施行する。 


